
 21 

第２章 情報施策の展開 

 
１ ＩＣＴの利活用を推進する環境の整備 

情報発信の多様化に対応しつつ、利用者に認知してもらうことを心がけながら、

県内のどこでも利用できる情報通信ネットワーク環境の整備を進めます。  
また、誰もが安心してＩＣＴを利活用することができるよう、安全面に配慮した

ＩＣＴの利活用に関する講習会等を開催し、情報リテラシーの向上を目指します。 
 
（１） 正しく安全にＩＣＴを利活用できる人づくり  
 
【現状と課題】 

総務省の「平成２７年通信利用動向調査」によると、平成２７年の１年間でイ

ンターネットを利用したことがある人の割合は、全体で８３．０％となっていま

す。年齢階層別では、６０～６９歳が７６．６％、７０～７９歳が５３．５％と、

高齢層の利用率が全体に比べ低くなっており、高齢層へのＩＣＴの基礎知識の普

及が課題となっています。 

インターネットは、今や県民生活や経済活動に不可欠な社会基盤として定着し

ていますが、その一方で、会社や個人の財産を狙うインターネットバンキングに

係る不正送金の増加、官公庁や企業から情報窃取するサイバー攻撃の増加、イン

ターネット等の情報通信を悪用した犯罪の悪質・巧妙化、普及するＩｏＴ機器を

対象とした新型ウイルスの登場等により、サイバー空間の危険性が高まっていま

す。 

パソコンや携帯電話、タブレット型端末等が広く個人に普及し、誰もが情報の

送り手としての役割を担うようになってきています。児童生徒においては、携帯

電話の所持率の増加に伴い、インターネット上でのいじめや犯罪被害が発生して

おり、情報モラルの向上が求められています。 

情報化が進展する中で、児童生徒には、大量の情報の中から物事の本質を見極

めて取捨選択できる能力、情報の表現やコミュニケーションの効果的な手段とし

てコンピュータや情報通信ネットワーク等のＩＣＴを活用する能力が求められ

ています。 

 

【施策の方向性】 

 正しく安全な基礎的ＩＣＴ利活用能力の向上 

県民の誰もがパソコンやタブレット端末等の利便性を実感できるよう、インタ

ーネット操作に不慣れな初心者のＩＣＴ活用能力を育成します。また、インター

ネットを通じて、サイバー犯罪の被害に遭わないための知識の普及を図ります。 
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 ＩＣＴを活用した学習の推進 

児童生徒に対して、インターネットを使うためのルールやマナーを身に付けさ

せる取組を行うとともに情報モラルの育成に努めます。また、情報活用能力を向

上させるため、授業でのＩＣＴの活用を推進します。  
 

【主な取組】 

  本県全体の情報化を推し進めるため、県、市町村及び趣旨に賛同した企業・

団体を加え設立した群馬県情報化推進協議会において、県民の誰もがパソコン

やタブレット端末等の利便性を実感し、これらの機器を日常的に利用する契機

になるよう、県内の各地域会場で、インターネット操作の初心者向けにタブレ

ット端末の知識や操作を学ぶ講座を開催します。［群馬県情報化推進協議会に

よるＩＣＴ基礎講座］  
 

  高度・多様化するサイバー犯罪・サイバー攻撃への対策として、企業、自治

体、学術機関等から集約した最新のサイバーセキュリティ対策に関する情報や

県民から提供を受けたサイバー犯罪の手口情報を基に、県民、企業、自治体等

の被害防止を目的とした研修会の開催、幅広い広報媒体を活用した情報発信等

を推進し、県民のサイバーセキュリティ対策に関する意識啓発及び対処能力の

向上を図ります。［サイバーセキュリティ対策の強化］  
 

  スマートフォンなど携帯端末を用いたネットへの書込みによるいじめ等の

児童生徒の問題行動を防ぐため、小学校、中学校の生徒指導担当者を対象とし

た講習会を開催し、事例紹介や被害防止対策等の講話を行います。［携帯イン

ターネット指導者講習会］  
 

  児童生徒間のネット上のいじめや児童生徒が犯罪に巻き込まれることを未

然に防ぐため、児童生徒を対象とした情報モラル講習会を開催し、児童生徒に

インターネットを利用するための正しい知識を習得させます。［情報モラル講

習会］  
 

  インターネットを使うためのルールをわかりやすく記した標語「おぜのかみ

さま」を作成し、これをホ－ムページに掲載するとともに、アニメーションの

配信、リーフレットや紙芝居の配布を通じて、子ども達に対し、ネット被害に

遭わないための知識を普及します。［おぜのかみさま］  
 
 



 23 

  ネット上のいじめから子どもたちを守るため、県内のいじめ防止に関する機

関及び団体の代表者を委員とした「群馬県いじめ問題対策連絡協議会」におい

て作成された啓発リーフレットを活用し、県民へ向けてネット利用の危険性や

依存症の問題の啓発を図ります。［群馬県いじめ問題対策連絡協議会によるネ

ットいじめを防止する取組の推進］  
 

  授業でＩＣＴを活用することにより生徒の情報活用能力を育成します。また、

「確かな学力」の向上を図るため、ＩＣＴを活用した協働型、双方向型の授業

の実践例の周知や、各種研修会等により、教員のＩＣＴを効果的に活用する能

力を育成します。［授業でのＩＣＴ活用推進］  
 

【指標】  
項目 現状(H27 年度) 目標(H31 年度) 

小・中学生のＩＣＴ活用能力     

①コンピュータで文字を打つなど基本的 

  操作が身についている小学生の割合 
95.0％ 100％ 

②コンピュータ等の情報手段を積極的に 

  活用している中学生の割合 
82.5％ 100％ 

インターネット利用時に守るべきルールやマナー

を身に付けている小・中学生の割合 

97.0％(小) 100％(小) 

98.2％(中) 100％(中) 

 
（２） 県民の生活を豊かにするＩＣＴ基盤の整備促進  

 
【現状と課題】 

携帯電話は、県民生活を支える重要なインフラとなっていますが、過疎地域等

の条件不利地域では、採算性の面から通信事業者の整備は必ずしも進みません。

本県では、国庫補助事業及び県単独補助事業により携帯電話エリア拡大に向けた

整備を推進してきましたが、平成２８年３月末時点で未だ一部地域が未整備とな

っています。ブロードバンドの整備については、条件不利地域について、県が、

国庫補助事業の活用などにより、市町村の取組を支援してきたところ、利用可能

世帯比率は１００％となりました。しかし、世界的な潮流となっている超高速ブ

ロードバンドについては、平成２８年３月末時点で一部地域ではサービスが利用

できない状況となっています。 

Ｗｉ－Ｆｉ環境については、過去半年間に利用した外国人に対するＷｅｂアン

ケート（平成２６年３月総務省調査）で、「満足した」63.6％、「十分ではない

が、特段大きな問題はなかった」32.7％、「満足できなかった」3.7％で、約 36％

の者が十分ではないとしており、エリアの拡大が求められています。 
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平成２３年７月に完全移行した地上デジタル放送に関しては、難視聴世帯が残

されないよう支援対策を行い、平成２７年３月に県内全市町村の対策が完了しま

した。しかし、整備した共聴施設の維持管理費が住民にとってどの程度負担とな

っているかが明らかではありません。 

 
【施策の方向性】 

 県民の生活を豊かにするＩＣＴ基盤の整備 

携帯電話、高速ブロードバンド及びＷｉ－Ｆｉ環境について、県民や県内を

訪れた外国人旅行客等がＩＣＴの利便性を実感できるよう、引き続きＩＣＴ基

盤の整備を推進していきます。また、地上デジタル放送の難視聴対策で新設し

た共聴施設については、維持管理するための住民負担の実態把握に努めます。  
 

【主な取組】 

  情報通信格差是正の一環として、全ての地域住民が等しくサービスを享受で

きるよう、過疎地域等において携帯電話やスマートフォンが利用可能な地域を

拡大するための支援を行います。［携帯電話エリア整備］  
 

  超高速ブロードバンドについては、様々な社会経済活動にとって必要不可欠

な基盤であるため、国や市町村、事業者と協力しながら、県内の超高速ブロー

ドバンド未整備地域の解消に向けて取り組みます。［超高速ブロードバンド環

境整備］  
 

  県有施設などの公的施設をはじめ、県内の施設や店舗において、県民だけで

なく観光客や外国人も利用可能なＷｉ－Ｆｉを整備することにより、情報発信

の多様化に対応します。また、Ｗｉ－Ｆｉ整備済みの施設では、ステッカーな

どにより周知を行います。［ぐんまＷｉ－Ｆｉプロジェクト］  
 

  地上デジタル放送への移行に伴い整備した共聴施設の維持管理費が住民に

とってどの程度負担となっているのか、実態を把握します。また、新たな支援

制度を創設するよう国に働きかけていきます。［地デジ共聴施設維持管理］  
 
【指標】  

項目 現状(H28 年度) 目標(H31 年度) 

県民の活動拠点となる県有施設の Wi-Fi 環境導

入率 
20.7％ 70.0％ 
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＜トピックス 「おぜのかみさま」＞ 

 
「おぜのかみさま」の目的 

インターネット利用による子どもの犯罪被害やトラブルなどが多発し

ていることから、本県では、青少年が安全・安心にインターネットを利

用するためのセーフネット標語「おぜのかみさま」を考案しました。 

 
標語の内容 

標語の内容 子どもたちを守りたい 

「お」写真をおくらない 「児童ポルノの被害から」 

「ぜ」ぜったいあわない 「性犯罪の被害から」 

「の」個人情報をのせない 「個人情報の漏洩から」 

「か」悪口等をかきこまない 「ネット上のいじめから」 

「み」有害サイトをみない 「有害サイトから」 

「さ」出会いをさがさない 「出会い系サイトから」 

「ま」家庭でのルールをまもる 「ネット依存から」 

                
標語の普及啓発 

本県のホームページに標語を掲載するとともに、おぜのかみさまの内容

を解説した約６分間のアニメーションを YouTube で配信しています。 

 
  


